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会 員 各 位 

社団法人 栃木県トラック協会 

会 長  関 谷 忠 泉  

（ 公 印 省 略 ）    

 

平成１９年度信用保証料助成について 
 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、協会事業運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本年度も会員事業者の経営の安定に資するために本県のみ単独で、標

記の助成事業を別添公募要綱により平成１９年３月１６日（金）に遡り実施す

ることになりました。ご利用ご希望の方につきましては、信用保証協会保証料

助成申請書に記載のうえ、速やかに申請されるようお願い致します。 

 
記 

 
  １．助 成 総 枠   ２，８００，０００円 

 
  ２．助  成  額   保証料の２分の１の額（上限５万円） 

              ※上限に達するまで複数回の申請が可能です。 

 
 ３．公 募 期 間   自 平成１９年６月 １日（金） 

              至 平成２０年３月１４日（金） 

 
４．送 付 書 類   申込み公募のご案内 

信用保証助成交付要綱 

保証料助成申請書 



 

        平成１９年度 

信用保証協会保証料助成金申込みのご案内 
 

 

１．公 募 枠   ２，８００，０００円 

 

２．公 募 期 間   平成１９年６月１日(金)より平成２０年３月１４日

(金)までとしますが、期限内であっても満額になり次

第打ち切りとします。 

 

３．対 象 者   金融機関から融資を受けるために栃木県信用保証協

会の保証を受けた会員事業者 

 

４．対象となる融資   平成１９年３月１６日(金)から平成２０年３月１４

日(金)までの間に金融機関から融資を受けたものとし

ます。  
 

５．金 融 機 関   栃木県信用保証協会が債務の保証を行う対象とする

すべての金融機関とします。 

 

６．助 成 額   １事業者あたり、保証料の２分の１の額について５

万円を限度として助成します。 

なお、限度額に達するまで再申請を認めます。 

 

７．助 成 の 手 続 き   申請は、随時受付けます。別紙の「信用保証協会

保証料助成申請書」により「信用保証料計算書」の写

しを添えて(社)栃木県トラック協会に提出して下さ

い。  
 
８．助 成 金 の 返 納   助成金の交付を受けた事業者は、融資の繰上償還

等を行った場合で、保証協会から保証料の返還を受け

た場合には、その日から１４日以内に返還額に相当す

る助成金の返納をしていただきます。  
 
９．助成金の支払い   申請書内容を精査したうえで、平成２０年３月末ま

でに指定の銀行等に振り込むものとします。  
 
10．ご不明な点は…   詳しいことは協会事務局にお尋ね下さい。 

 

 



 

 

 

 

会員事業者の運転資金等の調達に係わる信用保証料助成金交付要綱 
 

 

（社）栃木県トラック協会 

 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、社団法人 栃木県トラック協会（以下「協会」という。）

の会員事業者が、金融機関から融資を受けるため栃木県信用保証協会（以

下「保証協会」という。）の保証を得る場合、保証協会に支払う保証料

の一部を協会から助成することとし、もって、現下の金融情勢化におけ

る、金融対策の一環として、会員事業者の経営の安定に資することを目

的とする。 

 

（定 義） 

第２条 本要綱において、次に揚げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

ることによる。 

 （１） 「金融機関」とは、保証協会が貸付金等の債務の保証を行う対象と

される全ての金融機関をいう。 

 （２） 「融資」とは、会員事業者が金融機関から受ける運転資金等のため

の融資をいう。 

 （３） 「保証料」とは、保証協会の定めるところにより算定され、会員事

業者から保証協会に支払われた信用保証料をいう。 

 

（事業期間） 

第３条 本要綱に定める助成事業は、金融機関の融資実態対策として実施する

ものであり、平成１９年３月１６日（金）から平成２０年３月１４日（金）

までの保証料の支払いに対する事業とする。 

 

（助成金の金額） 

第４条 助成金額は、会員事業者が金融機関から融資を受けるために保証協会

の信用保証を得るために支払われた保証料の２分の１の額とする。 

但し、その額が５万円を超えるときは、５万円を限度とし、平成２０年

３月１４日（金）までは、５万円に達するまで再助成することができる。

また、助成金の送金手数料は、受益者負担とする。 

 

 



 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 会員事業者は、保証協会に保証料の支払を行った場合には、当該保証

料の２分の１の額（その額が５万円を超えるときは、５万円）を協会に

交付申請を行うことができる。 

 （１） 申請書は、別紙様式の「信用保証協会保証料助成申請書」により行

うものとする。その際、「信用保証料計算書」の写しを添付しなけれ

ばならない。 

 （２） 助成金の交付申請は、随時行うことができる。 

但し、最終申請期限は、平成２０年３月１４日（金）とする。 

 

（助成金の交付） 

第６条 協会は、前条による助成金の交付申請があった場合には、その内容を

精査し、予算の範囲内で当該助成金額を確定して、会員事業者に交付す

るものとする。 

 

（助成金の返納） 

第７条 当該助成金の交付を受けた会員事業者は、融資を受けなかった場合、

融資の繰上償還を行った場合等で保証協会から保証料の返還を受けた場

合には、その日から１４日以内に協会にその旨を申告し、返還額に相当

する助成金の返納を行わなければならない。 

  ２ 協会は、会員事業者の交付申請が正常なものでないことが判明した場

合は、助成金の返納を求めるものとする。 

 

（報告の義務） 

第８条 助成金の交付を受ける会員事業者は、協会が必要と認める場合には、

所要の報告を行わなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めのあるもののほか、その運用に関し必要がある場合に

は、別に定めるところによる。 

 

（附 則） 

    この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 



平成  年  月  日 

(社)栃木県トラック協会 

会 長  関 谷 忠 泉 殿 

                            住   所 

                            企 業 名 

                              代 表 者                     ○印 

 

信用保証協会保証料助成申請書 

 

 当社（私）は、信用保証協会の保証により融資を受けましたが、保証に伴う

保証料の２分の１の額（限度額５万円）について貴協会の助成を受けたく別添

「信用保証料計画書（写）」を添えて下記の通り申請します。 

 なお、都合により保証料の還付を受けた場合には、速やかに助成金の還付を

いたします。 

 

申請額 金         円 

 

1.申請明細 

項  目 記 入 欄 備   考 

保証金額（借入の金額）         円  

借 入 金 使 途 運 転 ・ 設 備 該当する方を○で囲む 

保 証 料 率         ％  

借 入 金 融 機 関  支店名まで記入 

借 入 日 平成  年  月  日  

保 証 料 総 額          円  

（注） 

申 請 額 

 

円

保証料総額×１/２の額、又は５万円以内

（注）① 保証料総額の２分の１の額、又は５万円以内、円未満切り捨て。 

   ② １回の申請が５万円を超える場合は、限度額の５万円を記入。 

   ③ 本申請該当額と既助成額を加算した額が５万円超となる場合には、

５万円から既助成額を差引いた額を申請額とする。 

       その場合、備考に「再申請」と明記のこと。 

 

2.申請額の振込先 

① 振込先金 融 機 関 ②  口   座   名 ③  口  座  番  号 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

       銀行 

       支店  

   普 通 ・ 当 座 

 

No.         

① 振込先金融機関…○○銀行○○支店と、支店名まで明記 

② 口  座  名…申請者と同一、口座名義を明記。 

③ 口 座 番 号…該当預金口座○で囲む。口座 No.を正確に記入 

連絡先 (担当者名)        (TEL)       (FAX) 

 


